
島見緑地の利用予約について 

 

各広場を利用する場合は、「事前の予約」、「 行為許可申請書の提出」及び「利用料金の支払い」が

必要です。以下の内容をよくお読みのうえ、必要な手続きを行ってください。 

 

【団体利用と専用利用について】 

● 団体利用とは・・・ 

遠足等で利用するために、広場を団体で遊んだり昼食をとったりする場合（他の一般利用者との

共同利用を容認できる利用の仕方）  

● 専用利用とは・・・ 

サッカーやラグビー等の練習・試合、運動会等のレクリエーションをする等で、広場を独占的に

利用する場合（他の一般利用者との共同利用を容認できない利用の仕方） 

 

【利用の時間と期間】 

● 利用の時間（団体利用・専用利用とも共通）  

８：３０～１７：００ ※準備や後片付けの時間を含む  

● 団体利用できる期間  

全ての広場で年間を通して利用可能  

● 専用利用できる期間 

広場名 主な専用利用例 専用利用できる期間 

ふるさと広場 サッカー、ラグビー等 ４月１日～１０月３１日 

わんぱく広場 祭り、犬の催し等 

年間を通して利用可能 のびのび広場 グラウンドゴルフ大会、スポーツイベント等 

みどりの広場 グラウンドゴルフ大会等 

※ふるさと広場は、11 月 1 日から３月 31 日の間は芝生養生のため、芝生を傷めるような専用利用は受付して

おりません。「芝生を傷めるような専用利用」の判断については公園管理事務所に問い合わせください。 

  



【予約方法】 

予約の空き情報は、島見・聖籠緑地のホームページの 「公園・広場の利用」ページでご確認いた

だけます。また島見緑地管理事務所にお電話で予約状況の確認をして頂いても結構です。 

予約可能か確認後、お電話またはご来訪頂き予約して下さい。 
 

※利用日の６か月前の月の１日１３時から先着順にて受付いたします。 

 （例：８月１５日の利用予約は、２月１日１３時から受付可能） 

 ・利用日と時間（午前８：３０～１２：３０、午後１３：００～１７：００） 

 ・団体名、お名前、連絡先 

 をお伝えください。 

予約後、利用日までに必要書類を提出してください。 

 

【必要書類の提出について】 

利用日までに次の①と②の書類を島見緑地管理事務所で記入して提出するか、ホームページから

ダウンロード・記入したものを島見緑地管理事務所宛にＦＡＸまたはメールでお送りください。 

①公園内行為許可申請書 

②利用料金減免申請書（該当する場合） 
 

 公園内で下記の行為をする場合は利用料が必要となります。 

 また、下記減免基準のいずれかに該当する場合は、利用料が全額減免となる場合があります。 

区分 金額 

物品を販売し、または頒布すること 1 人につき 1日 ７７０円 

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しを

すること 
下記表のとおり 

ロケーション又は業として写真の撮影をすること 
ロケーション 1件につき 1日 １７，３００円 
写真の撮影 １台につき１日     ６４０円 

 

エリア名 
中学生、高校生、１８歳未満の方 １８歳以上 

全面利用 半面利用 全面利用 半面利用 

ふるさと広場 １，０００円 ５００円 ２，０００円 １，０００円 

わんぱく広場 ４００円 ― ８００円 ― 

のびのび広場 Ａ ２００円 ― ４００円 ― 

のびのび広場 Ｂ ２００円 ― ４００円 ― 

のびのび広場 Ｃ ２００円 ― ４００円 ― 

みどりの広場 １円／３０㎡ １円／１５㎡ 
 

減免基準 

・国、県、市町村その他公共団体が主催又は共催する事業のため使用する場合 

・県が後援又は賛助する事業のため使用する場合（営利を目的としないものに限る） 

・公園の健全な利用を目的とする事業のため使用する場合（営利を目的としないものに限る） 

※広場の専用利用（独占利用）は減免の対象になりません。 

  



【利用料金の支払いについて】 

 利用開始までに支払いをお願いします。（現金のみ） 
 

【キャンセルについて】 

 原則ご利用の１０日前（利用日を含む）までにご連絡ください。それ以降は利用料金を全額徴収

いたします。ただし、荒天によるキャンセルの場合は徴収いたしません。 

※無断キャンセルをされた場合は、１回目で厳重注意、２回目で当該年度利用禁止といたします。 

 

【利用当日について】 

 利用開始前に必ず、島見緑地管理事務所で受付をしてください。 

 ライン用の石灰等は利用者がご用意ください。利用後は、次の方の利用に問題ないよう石灰をホ

ウキ等で薄くしてください。 

 

【駐車場について】 

 駐車場は園内に４か所ございます（合計台数２４８台） 

道路脇や園内には絶対に駐車しないでください。 

 また、一般の公園利用者の駐車台数確保のため、駐車台数を制限させて頂く可能性もございます。 

 

【利用上の注意】 

① 準硬式・硬式野球、ゴルフ、投てき競技等の危険を伴う種目は利用できません。 

② ラグビー用スパイクでの練習はご遠慮ください。 

③ 公序良俗に反するものは利用できません。 

④ 大会等の場合は、優先的に受付する場合があります。 

⑤ 天候や管理上の都合により予約をお断りすることがあります。 

⑥ 熱中症・怪我等の事故が起きた場合は、必ず島見緑地管理事務所にご連絡ください。 

⑦ 利用時間を超えそうな場合は、必ず島見緑地管理事務所にご連絡ください。 

⑧ 火気厳禁です。焚き火、カセットコンロ、ストーブ等は利用できません。 

⑨ 喫煙は島見緑地管理事務所脇の喫煙所をご利用ください。決められた場所以外では禁煙です。 

⑩ 車は決められた駐車場をご利用ください。他の方に迷惑となる駐車はしないでください。  

また、駐車場での事故・盗難等について施設側は責任を負いかねます。 

⑪ 利用者の変更、第三者への譲渡（また貸し）はできません。 

⑫ 鍵、備品等は、利用後すみやかに返却してください。 

⑬ 施設や備品を破損した場合は弁償していただく場合があります。  

⑭ ごみは必ずお持ち帰りください。  

⑮ その他、管理者の指示に従ってご利用ください。 
 

【お問い合わせ・お申込み】 

県立島見緑地・聖籠緑地管理事務所 

〒９５０-３１０２ 新潟市北区島見町山興野字山之辺２６４５-１ 

ＴＥＬ：０２５－２５５－３２０２  ＦＡＸ：０２５－２５５－３２０６ 

 


